
長岡市公告第１１７号 

 

   簡易評価型プロポーザル方式による基本設計業務委託の実施について（公告） 

 簡易評価型プロポーザル方式による基本設計業務委託を実施するので、次のとおり公告

します。 

 

  令和４年５月９日 

長 岡 市 長  磯 田  達 伸 

 

１ 実施方法 

  今回実施する簡易評価型プロポーザル方式による基本設計業務委託は、与板地域交流

拠点施設（仮称）建設工事基本設計業務委託について参加者に提案を求め、その内容を

別に定める評価基準によって評価し、最も優れた提案をした者と随意契約をするもので

す。 

 

２ 委託概要 

 (1) 委 託 番 号  地戦工委第１号 

 (2) 委 託 名  与板地域交流拠点施設（仮称）建設工事基本設計業務委託 

 (3) 委 託 場 所  長岡市与板町与板地内 

 (4) 委 託 期 間  契約締結日から令和５年３月 31 日（金曜日）まで 

 (5) 契約限度額  １７，０００，０００円（税込） 

 

３ 参加資格要件 

  このプロポーザルに参加しようとする者は、令和４年度の長岡市入札参加資格者名簿

に登録されており、新潟県内に本社を有する者（宗教活動若しくは政治活動を主たる目

的とする者又は暴力団員の統制の下にある者を除きます。）とします。 

 

４ 欠格要件 

  次の各号のいずれかに該当する場合は、欠格とします。 

 (1) 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第３条に規定されている一級建築士でなけれ

ばできない設計業務について、管理技術者が一級建築士でない場合又は業務内容に応

じて他に資格要件を求めている設計業務について、当該資格を有していない場合 

 (2) 管理技術者及び建築業務分野の主任担当技術者が提出者の組織に属していない場

合 

 (3) 管理技術者と建築業務分野の主任担当技術者が兼務している場合 

 (4) 管理技術者が１名でない場合 

 (5) 配置予定の技術者について、当該技術者が国家公務員である場合においては国家公

務員法（昭和 22 年法律第 120 号）第 103 条の規定を、地方公務員である場合におい

ては地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 38 条の規定を満たしていないとき。 

 (6) 建築業務分野を再委託することとしている場合 



 (7) 設定した分担業務分野において、協力事務所が他の応募者の協力事務所となってい

る場合 

 (8) 参加者又は協力事務所が指名停止期間にある場合 

 

５ 参加表明書の提出について 

  当該プロポーザルに参加を希望する者は、令和４年５月 23 日（月曜日）午後５時ま

でに「簡易評価型プロポーザル参加表明書」（様式１）を長岡市財務部契約検査課工事

契約係に持参し、提出してください。 

 

６ 質問書の提出について 

  ５により参加表明書を提出した者は、令和４年５月 26 日（木曜日）午後５時までに当

該プロポーザルについて、「簡易評価型プロポーザルに関する質問書」（様式８）により

質問することができます。質問に対しては令和４年６月２日（木曜日）までに回答しま

す。 

 

７ 参加資格確認申請にあたり提出する書類 

  当該プロポーザルに参加を希望する者は、参加資格確認申請書等を次のとおり提出し

てください。 

(1) 提出書類 

 ア 簡易評価型プロポーザル参加資格確認申請書（様式２） 

 イ 提案書（様式３） 

 ウ 管理技術者の経歴等記載書（様式４） 

 エ 主任担当技術者の経歴等記載書（様式５） 

 オ 協力事務所の名称等（様式６） 

 カ 業務実施方針及び手法（様式７） 

 (2) 提出期限  令和４年６月 15 日（水曜日）午後５時まで（必着） 

 (3) 提出方法  持参又は郵送（書留郵便に限る。） 

 (4) 提出場所  〒940－0062 

長岡市大手通２丁目６番地 フェニックス大手イースト８階 

長岡市財務部契約検査課工事契約係（電話：0258-39-2210） 

 

８ 提案書の要求事項（特定テーマ） 

  当該プロポーザルにおいて提案を求める事項は、次のとおりです。 

 特定テーマ 

(1) 施設コンセプトの実現 

施設を「与板地域の豊かな歴史・文化・芸術・伝統工芸等の地域の魅力を、訪れ

る人や、次世代に伝える情報発信拠点」とするためのアイデアと考え方について提

案すること。 

 (2) 複合施設としての設計プラン 



           異なる管理区分（セキュリティ）に配慮しつつ、施設を「住民と行政が協働で地

域課題の解決や活性化を図るまちづくりの拠点」とするためのアイデアと考え方に

ついて提案すること。 

(3) 工事費等の抑制 

   バリアフリーに配慮した計画としつつ、イニシャルコスト及びランニングコストを

抑制できる構造手法について提案すること。 

 

９  選考方法 

    提案内容のプレゼンテーションを行うヒアリングを予定しています。 

 

１０  提案者の特定及び採用・不採用通知 

(1)  提出された提案書やヒアリングの内容を評価し、最も優れた提案を採用します。 

なお、評価の結果については、後日、採用・不採用の通知を送付します。 

(2)  提案書類を提出した者が１者のみの場合にも、別に定める評価基準によって評価

し、採用・不採用を決定します。 

 

１１ 不採用理由の説明 

   不採用の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して７日以内にその理由の説

明を書面で求めることができます。 

 

１２ 見積合わせの通知 

   採用の通知を受けた者へは、通知をした日以降に別途見積合わせの通知をします。 

 

１３ 留意事項 

  (1)  このプロポーザルの参加に要する経費は、すべて参加者の負担とします。 

  (2) 提出された参加資格確認申請書及び提案書は、このプロポーザル以外の目的には

使用しません。 

  (3) 提出された提案書の内容に係る著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）で定める著作

権は、当市に無償・無条件で帰属するものとします。 

     また、当該提案書を提出した事業者については、当該提案書につき長岡市情報公

開条例（平成７年長岡市条例第 33 号）で定めるところにより情報公開請求があっ

た場合において、同条例で定めるところにより市長が当該提案書を公開しようとす

るときは、著作権法第 18 条第１項に規定する公表権を行使しないことにあらかじ

め同意したものとみなします。 

  (4) 提出された参加資格確認申請書及び提案書は返還しません。 

  (5) 不明な点については、長岡市財務部契約検査課工事契約係に照会してください。 


